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改    正    前 改    正    後 

（前 略） 

 

 

 

別表１ 

別表２ 

別表３ 

別表４ 

 

 

附 則 

この規程は、令和４年１月１日から施行する。 

 

別表１    （別 添） 

別表２     

別表３    （同 左） 

別表４     

 

 

 

（略） 



別表１ 保険外併用療養費 
区分 算定単位 料金（円） 備考 

（略） 
２ 選定療養費 
 (1) 特別室使用料 
  ア 個室SS 普通室の料金に対する加算額 １日につき 

 

126,000 

（114,545）  

 

イ 個室SA 普通室の料金に対する加算額 １日につき 105,000 

（95,455）  

 

ウ 個室SB 普通室の料金に対する加算額 １日につき 39,000 

（35,455） 

 

エ 個室SC 普通室の料金に対する加算額 １日につき 19,000 

（17,273） 

 

オ 個室SD 普通室の料金に対する加算額 １日につき 15,000 

（13,637）  

 

カ 個室SE 普通室の料金に対する加算額 １日につき 9,000 

（8,182） 

 

キ 2人室SF 普通室の料金に対する加算額 １日につき 4,000 

（3,637） 

 

ク 個室SG 普通室の料金に対する加算額 １日につき 25,000 

（22,728） 

 

ケ 個室MA 普通室の料金に対する加算額 １日につき 19,000 

（17,273） 

 

コ 個室MB 普通室の料金に対する加算額 １日につき 15,000 

（13,637） 

 

サ 個室NS 普通室の料金に対する加算額 １日につき 38,000 

（34,545） 

 

シ 個室NA 普通室の料金に対する加算額 １日につき 19,000 

（17,273） 

 

ス 個室NB 普通室の料金に対する加算額 １日につき 15,000 

（13,637） 

 

セ 個室NC 普通室の料金に対する加算額 １日につき 14,000 

（12,728） 

 

ソ 個室IS 普通室の料金に対する加算額 １日につき 40,500

（36,818） 

 

タ 個室IA 普通室の料金に対する加算額 １日につき 20,000 

（18,182） 

 



チ 個室IB 普通室の料金に対する加算額 １日につき 18,000

（16,364） 

 

ツ 個室KA 普通室の料金に対する加算額 １日につき 18,000

（16,364） 

 

 ア 特別室A 普通室の料金に対する加算額 １日につき 126,000 

（114,545） 

 

 イ 特別室B 普通室の料金に対する加算額 １日につき 105,000 

（95,455） 

 

 ウ 特別室C 普通室の料金に対する加算額 １日につき 39,000 

（35,455） 

 

 エ 個室A 普通室の料金に対する加算額 １日につき 17,000 

（15,455） 

 

 テオ 個室B 普通室の料金に対する加算額 １日につき 15,000 

（13,637） 

 

 トカ 個室C 普通室の料金に対する加算額 １日につき 9,000 

（8,182） 

 

 キ 個室D 普通室の料金に対する加算額 １日につき 14,000 

（12,728） 

 

 ナク 2人室A 普通室の料金に対する加算額 １日につき 4,000 

（3,637） 

 

 ケ Ki特別室A 普通室の料金に対する加算額 １日につき 40,500

（36,818） 

 

 コ Ki個室A 普通室の料金に対する加算額 １日につき 18,000 

（16,364） 

 

 サ Ki個室B 普通室の料金に対する加算額 １日につき 18,000 

（16,364） 

 

 シ こども医療センター個室 普通室の料金に対す

る加算額 

１日につき 18,000 

（16,364） 

 

（略） 
（略） 

備考 料金は全て税込表示である。ただし、括弧内の料金については、非課税とする。 
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